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訴訟の提起に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成 23 年 7 月 20 日（訴状送達日：平成 23 年７月 26 日）付けで東京地方裁判所において、訴訟

の提起を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
１． 訴訟が提起された年月日および裁判所 
 

(1) 訴訟が提起された年月日:平成 23 年７月 20 日（訴状送達日:平成 23 年 7月 26 日） 

(2) 訴訟が提起された裁判所:東京地方裁判所 

 

２． 訴訟を提起した者（以下、原告） 

（1） 名 称 株式会社ユーエスシー 

（2） 所 在 地 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役 丸山 保夫 

 

３． 訴訟の内容 

（1）訴訟の内容：遊技機器向けグラフィックス「JIGEN-301」の売買代金の請求 

（2）請求金額 ：1億 7010 万円 

 

４． 訴訟に至った経緯 

当社は平成 21 年 11 月 6 日に原告と「JIGEN シリーズ」の東日本地区における優先的販売権を付与す

る販売代理店契約等を締結し、遊技機器向けグラフィックス「JIGEN-301」を販売いたしました。しか

しながら、原告による販売が進展しない中、販売代理店交代の交渉等を原告と行っていたところ、販売

した「JIGEN-301」の売買代金請求の訴訟の提起を受けたものです。 

 
 
５． 今後の見通し 
 

当社は、当該売買代金の請求に対する義務はないものと認識しており、原告からの請求については争

う方針であります。 

当該訴訟に基づき今後の業績に与える影響を予測することは困難であると考えておりますが、現時点

におきましては、当社が請求を受ける理由はないものと考えております。 

なお、今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。 

  

問合せ先） 

電話）045-473-7331 管理部 三須、斉藤  電子メール）ir@realvision.co.jp 

注）本文中の各企業名、製品名等は、それぞれの所有者の商標あるいは登録商標です。 
 

以     上 


